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   まん延防止等重点措置期間における市町村立学校の対応について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、適切かつ迅速な対応をいただいているこ

とに感謝申し上げます。 

さて、令和３年６月２０日までを期限として「まん延防止等重点措置」が適用されてお

りましたが、感染力の強い変異株の拡大等により、一部地域（さいたま市、川口市）を対

象区域として、７月１１日まで措置が延長されることとなりました。 

市町村教育委員会におかれましては、まん延防止等重点措置の対象区域に関わらず、令 

和３年４月１９日付け教義指第１１１号「まん延防止等重点措置の適用に伴う対応につい

て（通知）」、令和３年５月１０日付け教義指第１８２号「まん延防止等重点措置の期間

延長に伴う市町村立学校の対応について（通知）」、令和３年５月３１日付け事務連絡

「まん延防止等重点措置の期間再延長に伴う市町村立学校の対応について（通知）」に則

り、引き続き感染防止対策を徹底しながら学校運営の継続をお願いします。加えて、下記

の点につきまして、適切に対応いただきますようよろしくお願いします。 

 なお、市町立幼稚園につきましても、実情に応じ同様の取扱いをお願いします。 

 

記 

   

１ 児童生徒の熱中症事故防止等にも配慮した感染防止対策の徹底について 

（1） 体育の授業を実施する上での留意点 

  ・ 可能な限り屋外で実施すること。ただし気温が高い日などは、熱中症に注意する

こと。体育館など屋内で実施する必要がある場合は、窓や扉を開放して、十分な換

気を行うとともに、特に呼気が激しくなるような運動を避けること。 

  ・ 運動時は身体へのリスクを考慮して、マスクの着用は必要ない。ただし、児童生

徒の間隔を十分に確保するなどの対策を講じること。 

  ・ 水泳の授業については、児童生徒の健康状態を把握し、体調がすぐれない児童生 

    徒の水泳授業への参加は見合わせること。授業を見学する児童生徒については、気 

    温が高い日などは、熱中症にならないよう、日陰で見学させたり、必要に応じてマ 

    スクを外し、他の児童生徒との距離を２ｍ以上確保したりするよう指導すること。

・ 更衣時も含め、児童生徒の健康と安全を第一に考えて、密集・密接の場面を避け 

    るなど、感染リスクへの対策を講じるとともに、事故防止を徹底すること。 

                              （資料５・６・７参照） 
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  (2) 修学旅行等の校外行事及び部活動について 

   ・ 修学旅行等の宿泊を伴う行事や校外での活動は、目的地等の状況、児童生徒の心  

    情等を踏まえ、保護者の十分な理解を得て、実施の可否を判断すること。 

   ・ 部活動については、地域における感染状況等を踏まえて各市町村教育委員会が判 

    断すること。（資料４参照） 

   ・ 「修学旅行等の泊を伴う活動については、生徒の気分も高揚しやすいこと」や 

    「文化部においても大会前２週間前あたりから、本番を想定した全体練習となるこ 

    とで、近距離での発声の場面が多くなること」など、児童生徒同士でも感染防止の 

    観点から自分たちの行動を見つめなおすよう、改めて指導すること。 

  

 ２ 添付資料 

 ・資料１ 令和３年４月１９日付け教義指第１１１号「まん延防止等重点措置の適用に 

     伴う対応について（通知）」 

 ・資料２ 令和３年５月１０日付け教義指第１８２号「まん延防止等重点措置の期間延 

     長に伴う市町村立学校の対応について（通知）」 

 ・資料３ 令和３年５月３１日付け事務連絡「まん延防止等重点措置の期間再延長に伴 

     う市町村立学校の対応について（通知）」  

  ・資料４ まん延防止等重点措置期間における県立学校の対応 

  ・資料５ 令和２年５月２１日付け事務連絡「学校の体育の授業におけるマスクの着用 

      の必要性について」 

  ・資料６ 令和３年４月９日付け事務連絡「学校の水泳授業における感染症対策につい         

      て」     

  ・資料７ 令和３年６月１５日付け事務連絡「新型インフルエンザ等対策特別措置法 

      に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校及び高等学校における新型 

      コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について」 

  ・資料８ 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

       ～「学校の新しい生活様式」（2021.4.28 Ver.6）2021.5.28一部修正）～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体育（保健体育を含む）を除く学習指導に関すること 
   担 当 市町村支援部義務教育指導課 教育課程担当  
   電 話 ０４８－８３０－６７４２ 
  
 教職員の服務に関すること 
   担 当 市町村支援部小中学校人事課 人事・学事・働き方改革担当 
   電 話 ０４８－８３０－６９３７  
 
 体育（保健体育を含む）に関すること 
   担 当 県立学校部保健体育課 学校体育担当 
   電 話 ０４８－８３０－６９４７ 
 
 健康・安全に関すること 
   担 当 県立学校部保健体育課 健康教育・学校安全担当  
   電 話 ０４８－８３０－６９６３ 
 
 ＩＣＴの活用に関すること 
   担 当 県立学校部ＩＣＴ教育推進課 ＩＣＴ教育指導担当  
   電 話 ０４８－８３０－７５５７ 




